
ひめボス宣言事業所認証制度の周知・広報に係る 

プロモーション動画制作事業仕様書 

 

１ 業務名  

ひめボス宣言事業所認証制度の周知・広報に係るプロモーション動画制作事業 

 

２ 受託期間   

契約締結の日から令和８年 12月 31日まで 

 

３ 業務の目的   

本業務は、県内企業の経営層および従業員をターゲットに、愛媛県が推進する

「ひめボス宣言事業所認証制度」の認知拡大やブランドイメージ向上につなが

るプロモーション効果の高い動画制作を実施し、テレビ CMや SNS広告等の各種

媒体で活用することを目的とする。  

 

４ 事業内容   

（１）広報動画の企画   

本業務にあたり、15秒 CM動画、30秒 CM動画、縦型動画をそれぞれ１種類

以上制作することし、以下の内容を企画すること。   

①15秒 CM動画は、テレビ CMに適したフォーマットで制作し、「働きながら

家庭生活も充実できる企業の魅力」をわかりやすくかつ魅力的に伝える内

容とすること。 

②30 秒 CM 動画は、テレビ CM に適したフォーマットで制作し、ひめボス認

証企業の社員及び経営者を出演者として起用し、認証企業の取組及び制度

の効果周知・PRに資する内容とすること。   

③縦型動画は、SNS等での広報用にスマートフォン視聴に適したフォーマッ

トで制作し、15秒または 30秒の内容を基に最適化を行うこと。   

④上記企画は、愛媛県の担当者と連携し、県の意向を反映させたものとし、

企画案の提出及び所要の修正を行うこと。   

（２）取材・撮影等   

①企画決定後、出演者のキャスティング、撮影場所の手配及び必要に応じた

許認可等の取得を行うこと。   

②15秒 CM動画は出演役者による演技を中心に撮影し、テーマに即した自然

な生活環境や職場環境を再現すること。   

③撮影は高画質かつ高音質を確保するため業務用撮影及び録音機材を用い、

撮影した映像及び音声は適切に管理、保管すること。   



 

（３）制作   

①収録した素材を基に、ナレーション、BGM、効果音等を適切に追加し、映

像編集を行うこと。   

②編集に際しては、各動画の尺やフォーマット（縦型）に応じて調整を行い、

視聴者への訴求力が高く、完成度の高い映像に仕上げること。    

③制作段階においては、愛媛県担当者に対して制作進捗の報告及び映像の

確認を行うとともに、県担当者からの修正要望への対応を適宜実施するこ

と。   

④動画素材に関しては、品質劣化を防ぐために適切なデータ管理を行い、納

品後においても厳密な保管体制を維持すること。   

 

５ 事業計画書及び報告書の提出 

（１）受託者は、契約締結後遅滞なく受託者が提案した企画提案書をもとに、具

体的な業務内容について愛媛県と協議の上、委託契約書に定める「事業計

画書」を作成して愛媛県に提出すること。なお、本業務の趣旨に合致する

ものであって、本業務の目的達成に資するものと県が認める場合にあっ

ては、委託上限額の範囲内において、県と受託者と協議の上、本業務仕様

書を定めることとする。 

（２）委託業務完了後、委託契約書に定める「実績報告書」を作成し、愛媛県の

検査を受けること。 

（３）愛媛県は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況につい

て調査し、又は報告を求めることができる。 

（４）県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、

受託者に協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲

内において仕様の変更に応じること。 

 

６ 業務実施体制 

（１）受託者は、本業務を円滑に行うため、本業務の実施責任者及び実施責任者

に準ずる者をあらかじめ１名ずつ選任し、発注者へ報告すること。 

なお、実施責任者及び実施責任者に準ずる者に変更がある場合は、あらか

じめ発注者の承諾を得ることとし、業務状況について定期的に報告する

こと。 

（２）発注者からの緊急を要する対応に、実施責任者が対応することができない

場合は、実施責任者に準ずる者が対応できるよう、緊急時の管理体制を整

えておくこと。 



（３）発注者は、業務担当者について、業務の実施に著しく不適当と認められる

ときは、受託者に対して、理由を明示して変更を求めることができる。 

 

７ 再委託の可否 

（１）受託者は委託業務遂行において、一括して第三者に委託し、又は請け負わ

せることはできない。ただし、県が業務を効率的に行う上で必要と認める

ときは、委託業務の一部を委託することができる。 

（２）本事業の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合は、委託契約書

に基づき、あらかじめ発注者に対し、再委託先ごとの業務内容、再委託先

の名称、代表者氏名、業務実施体制、責任者及びその他必要な事項を書面

により報告し、承諾を得なければならない（コピー、ワープロ、印刷、製

本、トレース、資料整理など簡易な業務を再委託する場合を除く。）。ただ

し、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分や受託者が本契約に

かかる事務又は委託事業の全部を一括して委託することはできない。 

（３）受託者は、業務を再委託及び再々委託等（以下、「再委託等」という。）に

付する場合、書面により再委託等をした第三者との契約関係及び再委託

する内容を明確にしておくとともに、当該第三者に対して適切な指導、管

理の下に業務を実施しなければならない。 

（４）受託者は、業務を第三者に再委託等した場合は、当該第三者に対して、本

仕様書及び契約書に定める受託者の義務と同等の義務を負わせるととも

に、発注者に対して当該第三者のすべての行為及びその結果についての

責任を負うものとする。 

 

８ 成果物 

（１）受託者は、次の成果物を愛媛県へ提出すること。 

①１５秒、３０秒、縦型用動画データ（ｍp４データ等） 

②その他、愛媛県が指定する資料、データ 

（２）受託者が本業務で制作した成果物の著作権及び使用権は、原則として、愛

媛県に帰属する。 

（３）受託者は、自らの責めに帰すべき理由による成果物の不良個所等が発見さ

れた場合は、受託者の責任において速やかに訂正又は補正その他措置を

講じるものとする。 

 

９ その他留意事項 

（１）善管注意義務 

事業実施に当たっては、善良なる管理者の注意をもって処理し、事業の目



的を達成するために効率的に運営すること。 

（２）関係法令の遵守 

受託者は関係法令等を遵守し、準備作業、運営管理に伴い生じる義務（安

全確保義務を含む。）及び責任は全て受託者の負担において措置すること。 

（３）特許権等 

本事業を行うにあたり、特許権、著作権、肖像権、商標権その他日本国の

法令に基づき保護される第三者の権利（以下、「特許権」という。）に関す

る紛争が生じないように、受託者が責任をもって調整すること。構成素材

の手配及びそれに含まれる第三者の特許権等についての交渉、処理は受

託者が行うこととし、その経費は契約金に含むこととする。発注者又は受

託者が従前から所有していた写真等を使用する場合も、前記のとおりと

する。第三者からの異議申立て、紛争の提起については、全て受託者の責

任と費用負担で対応すること。 

（４）著作権等 

①本事業により受託者が新たに制作する成果物に係る著作権（著作権法

第 21条から第 28条までに定める権利をいう。）については、発注者に帰

属するものとし、本事業により受託者が得られる成果物の著作者人格権

（著作権法第 18 条から 20 条までに規定する公表権、氏名表示権及び同

一性保持権をいう。）について、受託者は将来にわたり行使しないこと。 

②受託者は、発注者が成果物を使用するに当たり，その利用様態に応じて、

サイズや色調等の変更又は一部を切り取ることをあらかじめ承諾するも

のとする。 

③発注者が成果物を使用するに当たって、受託者を表示することを要し

ないものとする。 

④受託者は、本業務の実施に当たり、図画その他の著作物を使用する場合

は、当該著作物に係る著作権、肖像権その他の権利を有する者に対し、著

作物を発注者が無償で使用する旨の承諾を受託者の責任と負担において

得るものとする。 

⑤前項において発注者が著作物を使用することができる期間は無期限と

する。ただし、やむを得ず当該期間に期限を設定する場合は、事前に発注

者の承諾を得るものとする。 

⑥受託者は、成果物に関する著作権について、納品前に第三者にこれを譲

渡し、移転し、若しくは担保に供する等の処分をし、又は商標・意匠の出

願・登録手続等を行わないこと。 

（６）個人情報の保護 

本事業の実施に際して知り得た個人情報については、別記「個人情報取扱特



記事項」を順守し、個人情報漏えい等の防止及びその他の個人情報の適正な

管理のために必要な措置を講じるとともに、当該業務の目的以外の目的に

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（７）秘密の保持 

受託者及び本事業にかかわるものは、本業務に関して知り得た情報につい

て、公にされている事項を除き、契約以外の目的に利用し、又は第三者に提

供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損

の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契

約終了後も同様とする。 

（８）書類の保存 

受託者は、委託料の支出について会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業

の支出額を記載し、委託料の使途を明らかにしておかなければならない。ま

た、当該支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、会計帳簿

とともに事業の完了した日の属する年度の終了後５年間、保管しなければ

ならない。 

（９）損害賠償 

受託者は、本事業の遂行にあたり自己の責に帰すべき事由により発注者に

損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

また、受託者の行為により第三者その他に損害が生じた場合には、その賠償

の責を負うものとする。 

（10）委託料の返還等 

①本事業以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託

料を受けた場合は、委託料の全部又は一部を返還させる。 

②受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しな

いとき又は委託業務を完了する見込みがないと発注者が認めるとき、委託

契約を解除し、委託料を支払わないこと、若しくは既に支払っている委託料

を返還させ、又は損害賠償等を求めることがある。 

（11）その他 

本仕様書に定めのない事項その他本事業を遂行するにあたり調整や疑義が

生じた場合は、その都度、提案書等に基づき、受託者と発注者が協議して定

めるものとする。なお、協議により決定しない場合は、発注者の指示による

ものとする。 


